
各　位 

京都市における均等割減免制度廃止の影響を受ける方への個別通知について 

平素は、本市の高齢者保健福祉施策の推進及び介護保険事業の運営に、御支援、御

協力を賜り、誠にありがとうございます。 

「個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置」について、経過措置の対象

になる可能性がある方に対する個別通知を１２月下旬以降、順次実施していきます

ので、お知らせします。 

１ 個別通知の対象者 

 令和５年度に均等割減免制度（京都市独自制度）の適用により均等割を免除され

ている方（その方と同一世帯に属する方を含む）で、「市民税非課税世帯」の区分で

福祉施策を利用されている方 

※ この方々のうち、令和６年度に均等割減免制度が廃止されることに伴い「課税

世帯」の区分で福祉施策を利用される方が、経過措置の対象となります。 

２ 個別通知の内容 

 経過措置施策をお知らせする通知（別紙１）と経過措置の内容等を掲載した冊子

を送付します。 

３ 発送時期 

令和５年１２月下旬以降 

※１ 令和５年度（令和５年８月以降）に補足給付等の利用実績が確認できた方

から順次発送していきます。 

※２ 介護保険以外の福祉施策（子育て支援施策等）も利用されている方には、

これより早く届くことがあります。 

４ 冊子について 

 以下のページにデジタルブックを掲載しています（介護保険関係は P29～36）が、

冊子現物の配布を希望される場合は、介護ケア推進課（認定給付担当）まで御連絡

ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000002181.html 

 令和５年１２月 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 

介護ケア推進課（認定給付担当 TEL:708-8087） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000002181.html





